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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第78期

第３四半期連結
累計期間

第78期
第３四半期連結
会計期間

第77期

会計期間

自平成21年
３月１日
至平成21年
11月30日

自平成21年
９月１日
至平成21年
11月30日

自平成20年
３月１日
至平成21年
２月28日

売上高（千円） 42,432,04013,261,59668,826,245

経常損失（△）（千円） △296,373△138,151△187,908

四半期（当期）純損失（△）（千円） △6,098,727△147,650△2,681,463

純資産額（千円） － △1,923,5794,168,080

総資産額（千円） － 36,179,13547,673,806

１株当たり純資産額（円） － △59.68 127.86

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円）
△189.79 △4.60 △83.31

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

自己資本比率（％） － △5.33 8.63

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
481,999 － 1,253,827

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,385,318 － △641,422

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△2,742,606 － 352,901

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（千円）
－ 2,239,7353,115,023

従業員数（人） － 601 854

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年11月30日現在

従業員数（人） 601 (762)

　（注）  従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は(　)内に当第３四半期連結会計期間の平均人員で外書で記載して

        おります。

 　　　　

　　(2）提出会社の状況

 平成21年11月30日現在

従業員数（人） 547 (581)

　（注）  従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く）であり、臨時雇用者数は(　)内に当第３四半期会計期

        間の平均人員を外書で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）当社グループにおいては、百貨店業、金融業、その他事業の３事業を行っており、生産及び受注については該当事項

はありません。

(2)販売の状況

　当第３四半期連結会計期間における販売の状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

百貨店業 12,995,330

金融業 6,243

その他の事業 260,022

合計 13,261,596

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　当社グループにおいて、当第３四半期連結会計期間のリスク要因として考えられる事項を以下に記載いたします。

　なお、文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

　当社は、第２四半期連結会計期間において、事業再生に向けた強固な収益体質の確立と抜本的な財務体質の改善を図

るべく、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続（事業再生ＡＤＲ手

続）による事業再生手続を利用することを決定いたしました。

　当第３四半期連結会計期間におきまして、事業再生ＡＤＲ手続による事業再生に取り組むなかで、川崎店売却につい

ての案件が現出したため、今後の事業再生計画案を確定させるべく、平成21年10月16日開催の第２回債権者会議におい

て、これまでの経過報告及び事業再生ＡＤＲ手続のスケジュール変更のご承認を頂きました。

　そして、平成21年11月13日に事業再生計画案の協議のための債権者会議(第２回債権者会議続会)を、平成21年12月28

日に事業再生計画案の協議のための債権者会議（第２回債権者会議再続会）を開催いたしました。また、平成22年２月

１日に事業再生計画案の決議のための債権者会議（第３回債権者会議）を開催する予定であります。

　このような状況のなか、当社は平成21年12月９日開催の臨時取締役会において、保有資産の効率的運用及び財務体質

の強化・改善を図るため、川崎店の不動産売買契約を締結することを決議いたしました。なお、当該物件につきまして

は、譲渡先との間で建物賃貸借契約を締結し、引き続き同場所にて店舗として営業活動を継続いたします。

　また、本件不動産売買契約は、当社の事業再生ＡＤＲ手続における平成22年２月１日開催予定の第３回債権者会議に

おいて、本件譲渡を織り込んだ事業再生計画案が対象債権者全員一致の同意により成立することを停止条件として効

力が発生することとなっております。

　

　当社グループは、事業再生ＡＤＲ手続の中で、これまでどおり事業活動を行いながら事業再生ＡＤＲ手続の利点を活

用し、公正中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただき、上場維持を前提として、借入金等に

関わる全お取引金融機関と金融支援を含めた事業再生計画案の協議を進め、全お取引金融機関の合意による成立を目

指しております。

　しかし、対応策につきましては関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、現時点におきましては、継続

企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

　なお、詳細につきましては、本四半期報告書中、「継続企業の前提に関する事項」に記載させていただいております。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

　

３【経営上の重要な契約等】

    当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

 ものであります。

（１）業績の概況 

　当第３四半期連結会計期間（平成21年９月1日～平成21年11月30日）におけるわが国経済は、景気の底からは脱しつ

つあるものの、厳しい雇用情勢やデフレ基調にあるなど、依然として先行きの不透明な状況にあります。

　百貨店業界におきましても、消費者の所得の減少や節約・低価格志向の波に押され、美術宝飾品等の高額品をはじめ、

衣料品などにも未だ回復の兆しが見えず、厳しい状況が続いております。

　このような状況の下、当グループの百貨店業では、集客力の強化及びローコスト運営の観点から、横須賀店の南館にレ

ストランカラオケ「シダックス」を誘致いたしました。また、当社カード会員様につきましては、お買物券へ

交換できる基準ポイントを引下げ、従来より容易に交換できるようにし、利便性の向上を図りました。　　　　 　　

　さらに、営業力の強化に向けて、本社の経営企画室に‘営業企画担当’部署を新設し、本社主導で営業戦略に統一性を

もたせ、顧客本位の施策を実行してまいりました。

　このように各店舗の売上向上策や集客力アップに向けた施策を実施いたしましたが、当第３四半期連結会計期間の売

上は前年に及びませんでした。

　グループ事業全体と致しましては引き続き、昨年度中に策定いたしました経営改善計画‘ＳＨＩＰＳ’に基づき、

個々の事業運営、業務の見直しや、新人事制度の採用による諸経費の削減を実施し、その結果、経費削減の面では改善が

見られるなど、連結業績の回復に努めました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間の連結業績は売上高13,261百万円、営業損失43百万円、経常損失138百万円、四半

期純損失147百万円となりました。

　なお、当社はこの８月に、事業再生に向けた強固な収益体質の確立と抜本的な財務体質の改善を図るべく、「事業再生

実務家協会」に対し、「事業再生ＡＤＲ手続」を申請し、受理されました。これをもって今後これまでどおり事業活動

を行いながら、事業再生ＡＤＲ手続のなかで、公正中立の立場である事業再生実務家協会より調査・指導・助言を頂き

つつ、全お取引金融機関と事業再生計画案の協議を行っております。

　

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①百貨店業 

　中核の百貨店業では、「お客様第一主義」を基本として、お客様のご満足の向上に努めるべく、「品揃えの充実」、

「販売サービスの向上」を念頭に取組んでまいりましたが、引き続き、景気悪化に伴う個人消費の伸び悩みの影響から

売上高は、13,008百万円、営業損失は59百万円となりました。

②金融業

　金融業は、自社カード（さいか屋ＡＭカード）を平成21年３月に株式会社セディナへ外部委託をし、業務を縮小した

結果売上高は、12百万円、営業損失は18百万円 となりました。

③その他の事業

　その他の事業は、宣伝広告代理店業、情報サービス業であり、平成21年３月にビル清掃及びメンテナンス業と保険代

理業につきましては、それぞれ株式会社白青舎及び株式会社ジャパン保険サービスに外部委託をし業務を縮小した結

果、売上高は357百万円、営業利益は34百万円となりました。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、第２四半期連結会計期間

と比べ376百万円減少し2,239百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、186百万円の資金増加となりました。これは主なプラス要因としては、減価償

却費406百万円、売上債権の減少額184百万円等であり、主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失148百万円等

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、353百万円の資金減少となりました。主なプラス要因として、資金の貸付によ

る支出の減少額59百万円等であり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出151百万円、差入保証金の差

入による支出274百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、209百万円の資金減少となりました。これは主に短期借入金の純増加額644百

万円、社債の償還による支出854百万円によるものであります。 
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（３）事業上及び財務上の対処すべき課題　　　　

　当第３四半期連結会計期間において事業上及び財務上の対処すべき課題は、次のとおりです。

　当社は、第２四半期連結会計期間において、事業再生に向けた強固な収益体質の確立と抜本的な財務体質の改善を図

るべく、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続（事業再生ＡＤＲ手

続）による事業再生手続を利用することを決定し、全お取引金融機関と事業再生計画案についての協議に取り組んで

おりますが、当第３四半期連結会計期間末において純資産は1,923,579千円の債務超過となっております。

　これにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在し

ております。

　当社グループは、当該状況を解消すべく、引き続き事業再生ＡＤＲ手続の下で事業再生を目指し、公正中立な立場か

ら事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただきつつ、全お取引金融機関と事業再生計画案の協議を進めてお

ります。

　そして、事業再生ＡＤＲ手続による事業再生に取り組むなかで、川崎店売却についての案件が現出したため、今後の

事業再生計画案を確定させるべく、平成21年10月16日開催の第２回債権者会議においてこれまでの経過報告及び事業

再生ＡＤＲ手続のスケジュール変更のご承認を頂きました。そして、平成21年11月13日に事業再生計画案の協議のた

めの債権者会議(第２回債権者会議続会)を、平成21年12月28日に事業再生計画案の協議のための債権者会議(第２回

債権者会議再続会）を開催いたしました。また、平成22年２月１日に事業再生計画案の決議のための債権者会議（第

３回債権者会議）を開催する予定であります。

　このような状況のなか、当社は平成21年12月９日開催の臨時取締役会において、保有資産の効率的運用及び財務体質

の強化・改善を図るため、川崎店の不動産売買契約を締結することを決議いたしました。なお、当該物件につきまして

は、譲渡先との間で建物賃貸借契約を締結し、引き続き同場所にて店舗として営業活動を継続いたします。

　また、本件不動産売買契約は、当社が平成21年８月４日に申請した事業再生ＡＤＲ手続における平成22年２月１日開

催予定の第３回債権者会議において、本件譲渡を織り込んだ事業再生計画案が対象債権者全員一致の同意により成立

することを停止条件として効力が発生することとなっております。

　当社グループといたしましては、今後も、これまでどおり事業活動を行いながら、事業再生ＡＤＲ手続の中で公正中

立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただき、上場維持を前提として、借入金等に関わる全お

取引金融機関と金融支援の要請を含めた事業再生計画案の協議を進め、全お取引金融機関の合意による成立を目指し

ております。

　なお、事業再生計画案の概要は、以下のとおりであります。

１．自助努力

　① 事業の選択と集中

　中核事業である百貨店業の見直しを行い、効率の悪い売場の改廃等を行い、経営効率を高め収益の改善を図ります。

関連会社の営む非中核事業を外部へ売却し、オペレーションの効率化、間接費用削減のため関連会社再編を実施する

とともに、経営資源を中核事業に集中します。

　同時に中核事業に直接関係のない資産につきましては、売却を促進させ有利子負債の削減を図ります。

　②　ローコストオペレーションの実現

　最小限度の人員配置、パート化の促進により、人件費の削減を図るとともに、業務改善による販売費及び一般管理費

の圧縮を行い、ローコストオペレーションを実現します。

２．事業再生ＡＤＲ手続による金融支援

　事業再生ＡＤＲ手続の中で、当社の信用力を補完すべく、１．に記載した自助努力に加え、お取引金融機関等に対し

て過大な債務の解消と資金繰りの円滑化のために、債務免除、リスケジュール等の金融支援をお願いしていくもので

あります。

　

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　　当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の売却の計画は次のとおりであります。

　　

事業所名

（所在地）
セグメントの名称　　　 設備の内容

第２四半期連結会計　期

間末帳簿価額　　（千

円）

予定時期

川崎店　　　　　　（川崎市

川崎区）　
百貨店業 店舗 　3,671,440 平成22年３月
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

 

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年１月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 32,286,00232,286,002
東京証券取引所

市場第二部

株主として権利内容に制

限のない標準となる株式

であり、単元株式数は

1,000株であります。

計 32,286,00232,286,002 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金残高
 

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成21年９月１日～

平成21年11月30日 
－ 32,286,002 － 3,149,063 － 1,197,420

 

（５）【大株主の状況】

 

    当第３四半期会計期間において自己株式を356千株取得したことにより、平成21年11月30日現在、次のとおり自己株

　式を保有しております。

　

　　　　氏名又は名称 　　　　　住　　　所
　　　所有株式数

　　　 （千株）　

  発行済株式総数に対する

  所有株式数の割合（％）　

　　　株式会社さいか屋 　神奈川県川崎市川崎区小川町１ 　        474           1.46　

　（注）千株未満は切り捨てて表示しております。　
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（６）【議決権の状況】

　

①【発行済株式】

平成21年11月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式  　474,000
―

株主として権利内容に制限のない標準と

なる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 31,542,000 31,542同上

単元未満株式 普通株式　　270,002 ― 同上

発行済株式総数 　　　　　32,286,002 ― ―

総株主の議決権 ― 31,542 ―

　(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式72株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成21年11月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)

株式会社さいか屋

神奈川県川崎市川崎区

小川町１番地
474,000 ― 474,000 1.46

計 ― 474,000 ―　 474,000 1.46

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高(円) 190 262 211 182 176 164 89 84 73

最低(円) 101 155 170 163 165 79 58 56 55

　（注）　最高・最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社さいか屋(E03044)

四半期報告書

 9/26



第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平

成21年11月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,284,735 3,326,423

受取手形及び売掛金 2,335,879 4,316,408

商品 2,982,218 3,971,479

貯蔵品 65,710 79,255

繰延税金資産 － 411,974

その他 685,500 860,519

貸倒引当金 △15,821 △1,990

流動資産合計 8,338,222 12,964,069

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,581,428 13,019,390

土地 10,636,094 12,091,798

リース資産（純額） 26,316 －

その他（純額） 135,111 104,735

有形固定資産合計 ※1
 22,378,951

※2
 25,215,923

無形固定資産 82,111 36,832

投資その他の資産

投資有価証券 1,387,972 2,285,568

破産更生債権等 5,663,693 158,953

繰延税金資産 － 157,174

敷金及び保証金 1,316,775 6,688,345

その他 155,909 176,148

貸倒引当金 △3,219,378 △110,306

投資その他の資産合計 5,304,972 9,355,883

固定資産合計 27,766,035 34,608,639

繰延資産 74,876 101,097

資産合計 36,179,135 47,673,806
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,688,739 5,432,187

短期借入金 17,442,808 12,857,966

1年内償還予定の社債 3,057,100 3,667,100

未払法人税等 10,176 29,650

賞与引当金 － 65,903

商品券回収損引当金 486,242 527,138

その他 2,693,936 4,329,466

流動負債合計 28,379,003 26,909,411

固定負債

社債 2,395,050 4,367,900

長期借入金 5,245,250 9,951,337

退職給付引当金 1,029,626 1,344,083

役員退職慰労引当金 － 2,711

その他 1,053,785 930,282

固定負債合計 9,723,711 16,596,314

負債合計 38,102,714 43,505,726

純資産の部

株主資本

資本金 3,149,063 3,149,063

資本剰余金 2,505,662 2,505,662

利益剰余金 △7,516,514 △1,417,787

自己株式 △41,072 △39,974

株主資本合計 △1,902,861 4,196,963

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △23,843 △83,025

評価・換算差額等合計 △23,843 △83,025

少数株主持分 3,124 54,142

純資産合計 △1,923,579 4,168,080

負債純資産合計 36,179,135 47,673,806
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 42,432,040

売上原価 32,520,979

売上総利益 9,911,061

販売費及び一般管理費 ※1
 9,879,104

営業利益 31,956

営業外収益

受取利息 69,078

受取配当金 13,712

固定資産受贈益 37,484

その他 116,720

営業外収益合計 236,995

営業外費用

支払利息 514,425

その他 50,900

営業外費用合計 565,326

経常損失（△） △296,373

特別利益

役員退職慰労引当金戻入額 2,711

賞与引当金戻入額 65,903

固定資産売却益 2,217

投資有価証券売却益 1,482

店舗売却益 4,187

特別利益合計 76,501

特別損失

固定資産除却損 74,747

商品評価損 68,145

早期退職制度費用 73,360

シンジケートローン解約損 43,115

投資有価証券売却損 3,223

退職給付制度一部終了損 380,617

店舗閉鎖損失 23,572

関係会社株式評価損 938,509

減損損失 365,462

貸倒引当金繰入額 3,102,547

特別損失合計 5,073,300

税金等調整前四半期純損失（△） △5,293,173

法人税、住民税及び事業税 6,772

過年度法人税等戻入額 △4,555

法人税等調整額 854,454

法人税等合計 856,671

少数株主損失（△） △51,117

四半期純損失（△） △6,098,727
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 13,261,596

売上原価 10,127,404

売上総利益 3,134,191

販売費及び一般管理費 ※1
 3,177,345

営業損失（△） △43,154

営業外収益

受取利息 18,702

受取配当金 293

商品券回収損引当金戻入額 57,881

その他 19,575

営業外収益合計 96,451

営業外費用

支払利息 171,926

その他 19,522

営業外費用合計 191,448

経常損失（△） △138,151

特別利益

店舗売却益 4,187

特別利益合計 4,187

特別損失

固定資産除却損 1,850

投資有価証券売却損 163

減損損失 12,496

特別損失合計 14,510

税金等調整前四半期純損失（△） △148,475

法人税、住民税及び事業税 387

法人税等調整額 △4,335

法人税等合計 △3,948

少数株主利益 3,124

四半期純損失（△） △147,650
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △5,293,173

減価償却費 1,168,289

減損損失 365,462

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,122,902

商品券回収損引当金の増減額（△は減少） △40,896

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,903

退職給付引当金の増減額（△は減少） △314,457

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,711

受取利息及び受取配当金 △82,791

支払利息 514,425

投資有価証券売却損益（△は益） 1,741

関係会社株式評価損 938,509

有形固定資産売却損益（△は益） △2,217

有形固定資産除却損 74,747

店舗売却益 △4,187

売上債権の増減額（△は増加） 1,980,528

たな卸資産の増減額（△は増加） 990,662

仕入債務の増減額（△は減少） △743,447

その他 △1,624,884

小計 982,599

利息及び配当金の受取額 82,791

利息の支払額 △573,695

法人税等の支払額 △14,250

法人税等の還付額 4,555

営業活動によるキャッシュ・フロー 481,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 166,400

有形固定資産の取得による支出 △587,770

有形固定資産の売却による収入 1,756,350

無形固定資産の取得による支出 △48,618

無形固定資産の売却による収入 210

店舗の売却による収入 44,098

投資有価証券の取得による支出 △463

投資有価証券の売却による収入 17,394

貸付けによる支出 △47,669

貸付金の回収による収入 204,990

差入保証金の差入による支出 △349,071

差入保証金の回収による収入 229,291

その他 176

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,385,318
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,697,386

長期借入れによる収入 4,859,350

長期借入金の返済による支出 △7,703,630

社債の償還による支出 △2,582,850

その他 △12,861

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,742,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △875,287

現金及び現金同等物の期首残高 3,115,023

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,239,735
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【継続企業の前提に関する事項】
　

　当第３四半期連結会計期間

（自　平成21年９月１日

　　至　平成21年11月30日）

当社は、第２四半期連結会計期間において、事業再生に向けた強固な収益体質の確立と抜本的な財務体質の改善

を図るべく、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続（事業再生ＡＤ

Ｒ手続）による事業再生手続を利用することを決定し、全お取引金融機関と事業再生計画案についての協議に取り

組んでまいりましたが、当第３四半期連結会計期間末においても純資産は1,923,579千円の債務超過となっておりま

す。

このような状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当社は、当該状況を解消すべく、引き続き事業再生ＡＤＲ手続の下で事業再生を目指し、公正中立な立場から事業

再生実務家協会より調査・指導・助言をいただきつつ、全お取引金融機関と事業再生計画案の協議を進めておりま

す。

そして、事業再生ＡＤＲ手続による事業再生に取り組むなかで、川崎店売却についての案件が現出し、今後の事業

再生計画案を確定させるべく、平成21年10月16日開催の第２回債権者会議におきまして、これまでの経過報告及び事

業再生ＡＤＲ手続のスケジュール変更についてのご承認を頂きました。

その後、平成21年11月13日に事業再生計画案の協議のための債権者会議(第２回債権者会議続会)を、平成21年12

月28日に事業再生計画案の協議のための債権者会議(第２回債権者会議再続会）を開催いたしました。また、平成22

年２月1日に事業再生計画案決議のための債権者会議（第３回債権者会議）を開催する予定であります。

このような状況のなか、当社は平成21年12月９日開催の臨時取締役会において、保有資産の効率的運用及び財務

体質の強化・改善を図るため、川崎店の不動産売買契約を締結することを決議いたしました。なお、当該物件につき

ましては、譲渡先との間で建物賃貸借契約を締結し、引き続き同場所にて店舗として営業活動を継続いたします。

また、本件不動産売買契約は、当社の事業再生ＡＤＲ手続における平成22年２月１日開催予定の第３回債権者会

議において、本件譲渡を織り込んだ事業再生計画案が対象債権者全員一致の同意により成立することを停止条件と

して効力が発生することとなっております。

当社といたしましては、引き続き全お取引金融機関と協議を進め、実行可能性のある内容で事業再生計画案を確

定させて、第３回債権者会議において全お取引金融機関の合意により事業再生ＡＤＲ手続を成立させることを目指

してまいります。

なお、事業再生計画案の概要は、以下のとおりであります。

　

１．自助努力

（１） 事業の選択と集中

中核事業である百貨店業の見直しを行い、効率の悪い売場の改廃等を行い、経営効率を高め収益の改善を図りま

す。関連会社の営む非中核事業を外部へ売却し、オペレーションの効率化、間接費用削減のため関連会社再編を実施

するとともに、経営資源を中核事業に集中します。

同時に中核事業に直接関係のない資産につきましては、売却を促進させ有利子負債の削減を図ります。

（２）　ローコストオペレーションの実現

最小限度の人員配置、パート化の促進により、人件費の削減を図るとともに、業務改善による販売費及び一般管理

費の圧縮を行い、ローコストオペレーションを実現します。

２．事業再生ＡＤＲ手続による金融支援

事業再生ＡＤＲ手続の中で、当社の信用力を補完すべく、１．に記載した自助努力に加え、お取引金融機関等に対

して過大な債務の解消と資金繰りの円滑化のために、債務免除、リスケジュール等の金融支援をお願いしていくもの

であります。

　

しかし、これらの対応策につきましては関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、現時点におき

ましては、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

　

　会計処理基準に関する事項の変

更

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

　　の変更

 たな卸資産

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として売価還元法

による原価法によっておりましたが、第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号　平成18年７月５日）が適用

されたことに伴い、主として売価還元法

による低価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。

　　これにより、当第３四半期連結累計期間

の営業利益は9,509千円の減少、経常損

失は9,509千円増加し、さらに税金等調

整前四半期純損失は、77,654千円増加し

ております。

　　なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。　

　　

　  （２）リース取引に関する会計基準の適用

　　所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

したが、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成５年６

月17日　最終改正平成19年３月30日　企

業会計基準第13号）及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会　平成６年１月18日　最

終改正平成19年３月30日　企業会計基準

適用指針第16号）が平成20年４月１日

以後開始する連結会計年度に係る四半

期連結財務諸表から適用することがで

きることになったことに伴い、第１四半

期連結会計期間からこれらの会計基準

等を適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。また、所有権移

転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。

　　この変更が四半期連結財務諸表及びセ

グメント情報に与える影響は軽微であ

ります。

　　なお、リース取引開始日が適用初年度前

の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を引き続き採

用しております。　
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【簡便な会計処理】

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

 １．一般債権の貸倒見積高の算定方法 　当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が第２四半期連結会計期間

末に算定したものと著しい変化が無いと認められるため、第２四半期連結

会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ２．棚卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略

し、第２四半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法に

より算定しております。 

 ３．固定資産の減価償却費の算定方法 　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定

しているため、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定して

おります。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年11月30日）

前連結会計年度末
（平成21年２月28日）

　※１　有形固定資産の減価償却累計額は29,462,566千円で

あります。

　※２　有形固定資産の減価償却累計額は28,957,353千円で

あります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

　

　※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

　

販売費 959,581千円

宣伝費 727,814千円

給料手当 2,679,695千円

退職給付費用 154,057千円

地代・家賃 1,797,479千円

減価償却費 1,070,339千円

貸倒引当金繰入額 62,093千円

　

 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

　

　※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

　

販売費 282,764千円

宣伝費 303,581千円

給料手当 818,289千円

退職給付費用 51,340千円

地代・家賃 566,952千円

減価償却費 373,026千円

貸倒引当金繰入額 22,179千円

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

　

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年11月30日現在）

　

現金及び預金勘定 2,284,735千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△45,000千円

現金及び現金同等物 2,239,735千円

　

　

EDINET提出書類

株式会社さいか屋(E03044)

四半期報告書

20/26



（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　

平成21年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

  普通株式　　　　　　　　　32,286,002株

  

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　 474,072株

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項

  該当事項はありません。

　

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

 当第３四半期連結会計期間(自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）　

 
百貨店業
(千円)

金融業
(千円)

その他の
事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

　

売上高                         　

(1）外部顧客に
　　対する売上高

12,995,3306,243 260,02213,261,596 － 13,261,596　

(2）セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

13,335 6,622 97,380117,338  △117,338 － 　

計 13,008,66612,865357,40213,378,934△117,33813,261,596　

営業利益又は営業損失
（△）

△59,588△18,462 34,504△43,547 393 △43,154　

　（注）１．事業区分は、日本標準産業分類によって小売業、金融業、その他事業に区分しております。

２．各事業の主要な内容

(1）百貨店業……………………衣料品、食料品、雑貨、身回品、家庭用品等の販売及び店舗ビルの賃貸

(2）金融業………………………クレジット業務受託業、ファイナンス業

(3）その他の事業………………宣伝広告代理店業及び情報処理サービス業

　

 当第３四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日）　

 
百貨店業
(千円)

金融業
(千円)

その他の
事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

　

売上高                         　

(1）外部顧客に
　　対する売上高

41,577,43017,884836,72542,432,040 － 42,432,040　

(2）セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

46,319110,625350,524507,470  △507,470 － 　

計 41,623,749128,5101,187,25042,939,511△507,47042,432,040　

営業利益又は営業損失
（△）

△18,855△32,163 81,319 30,300 1,655 31,956　

　（注）１．事業区分は、日本標準産業分類によって小売業、金融業、その他事業に区分しております。

２．各事業の主要な内容

(1）百貨店業……………………衣料品、食料品、雑貨、身回品、家庭用品等の販売及び店舗ビルの賃貸

(2）金融業………………………クレジット業務受託業、ファイナンス業

(3）その他の事業………………宣伝広告代理店業及び情報処理サービス業
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３.　会計処理の方法の変更 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　会計処理基準に関する事項の変更（１）

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間における「百貨店業」の営業損失

は、9,509千円増加しております。

　

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成21年９月１日　至平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年３月１日　至平成21年11月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

 

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自平成21年９月１日　至平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年３月１日　至平成21年11月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末(平成21年11月30日)

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

 

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年11月30日）

　デリバティブ取引はすべてヘッジ会計を適用しているため、記載しておりません。

 

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）

　該当事項はありません。 
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年11月30日）

前連結会計年度末
（平成21年２月28日）

１株当たり純資産額 △59.68円 １株当たり純資産額 127.86円

２．１株当たり四半期純損失金額

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △189.79円 １株当たり四半期純損失金額（△） △4.60円

　なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額につい

ては、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

 

　なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額につい

ては、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額         

四半期純損失（△）（千円） △6,098,727 △147,650

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △6,098,727 △147,650

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,134 32,078
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（重要な後発事象）

 　　　当第３四半期連結会計期間（自　平成21年９月1日　至　平成21年11月30日）

　　重要な固定資産の譲渡およびリースによる賃借

　当社は、平成21年12月９日開催の臨時取締役会において、固定資産の譲渡及びリースによる固定資産の賃借に関する

契約を締結することを決議いたしました。

　当該固定資産の譲渡の概要は、下記のとおりであります。

（１） 譲渡の理由

　当社は、保有資産の効率的運用及び財務体質の強化・改善を図るための見直しを行なっており、その一環として当社

所有の不動産を売却するものであります。なお、当該物件につきましては、譲渡先との間で建物賃貸借契約を締結し、引

き続き同場所にて店舗として営業活動を継続いたします。

　また、本件不動産売買契約は、当社が平成21年８月４日に申請した事業再生ＡＤＲ手続における平成22年２月１日開

催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議(第３回債権者会議)において、本件譲渡を盛り込んだ事業再生計

画案が対象者全員一致の同意により成立することを停止条件として効力が発生いたします。

（２） 譲渡する相手会社の名称

　　株式会社ＭＭ投資組合

（３） 譲渡資産の内容

　　川崎店（百貨店店舗）

　　神奈川県川崎市川崎区小川町1番地１

　　　　土地　　3,074.41㎡

　　　　建物　 25,344.48㎡

（４） リースにより賃借する資産の内容

　　川崎店（百貨店店舗）

　　神奈川県川崎市川崎区小川町１番地１

　　　　建物　34,781.54㎡

　　　（従来からの賃借部分9,437.06㎡を含む）

（５） 譲渡の日程

　　　 取締役会決議：平成21年12月９日

　　　 契約締結日　：平成21年12月９日

　　　 物件引渡期日：平成22年３月25日(予定)

（６） リースによる賃借の日程

　　　 契約締結日  ：平成21年12月９日

（７） 譲渡価額

　　　 7,600百万円

（８） 帳簿価額（売却予定日現在）

       3,490百万円

（９） 譲渡益

       4,030百万円

（10） リース料金の総額

　　　 1,400百万円　

　

　

（リース取引関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）

著しい変動がないため、記載しておりません。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年１月13日

株式会社さいか屋
取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小森　幹夫　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 永澤　宏一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 上林　礼子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社さいか屋の

平成21年３月１日から平成22年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平成21年

11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社さいか屋及び連結子会社の平成21年11月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が、すべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当第３四半期連結会計期間末において1,923,579千円の債

務超過の状況にあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該

注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は

四半期連結財務諸表に反映されていない。

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年12月９日開催の臨時取締役会において、固定資産の譲渡及び

リースによる固定資産の賃借に関する契約を締結することを決議した。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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